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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年8月6日(2009.8.6)

【公開番号】特開2008-13518(P2008-13518A)
【公開日】平成20年1月24日(2008.1.24)
【年通号数】公開・登録公報2008-003
【出願番号】特願2006-188150(P2006-188150)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   8/44     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   8/44    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/06    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/34    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月18日(2009.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
エステティックにおいて、パック施術に先立つ肌保護料であることを特徴とする、請求項
１～４何れか１項に記載の皮膚外用剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、エステティック施術において、良刺激を創出す
るのに好適な皮膚外用剤を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、１）Ｎ－アシルグルタミ
ン酸のジエステルと、２）重合度２～５のポリグリセリンとを含有する皮膚外用剤がこの
様な作用を有していることを見いだし、発明を完成させるに至った。即ち、本発明は、以
下に示すとおりである。
（１）１）Ｎ－アシルグルタミン酸のジエステルと、２）重合度２～５のポリグリセリン
とを含有することを特徴とする、皮膚外用剤。
（２）更に、アルキレンオキシド・メチルシロキサンコポリマーを含有することを特徴と
する、（１）に記載の皮膚外用剤。
（３）更に、グリセリンを１０～３０質量％含有することを特徴とする、（１）又は（２
）に記載の皮膚外用剤。
（４）油中水中油乳化剤型であることを特徴とする、（１）～（３）の何れかに記載の皮
膚外用剤。
（５）エステティックにおいて、パック施術に先立つ肌保護料であることを特徴とする、
（１）～（４）の何れかに記載の皮膚外用剤。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の皮膚外用剤においては、前記必須成分、好ましい成分以外に、通常皮膚外用剤
で使用される任意成分を含有することができる。この様な任意成分としては、例えば、マ
カデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマ
シ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油
、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イ
ボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類
；流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワ
セリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸
、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸
等の高級脂肪酸類；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコー
ル、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリ
ルアルコール等の高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル
、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エ
チルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチ
レングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸
グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリ
メチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチ
ルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン、メ
チルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；オク
タメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシ
クロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリエー
テル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の
変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウ
ム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノール
アミンエーテル等のアニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩
化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダゾリ
ン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボ
キシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミド
ベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタ
ン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、
グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エ
ステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリ
ンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエ
ート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エス
テル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（
ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレン
グリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯ
Ｅ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニ
ルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯ
Ｅ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬
化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、
アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリン、
１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチト
ール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリ
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コール、１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオ
ール、１，２－オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウ
ム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タル
ク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、
酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベンガラ
、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類
；表面を処理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤
類；レーキ化されていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、
青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、
赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、
赤色２０４号等の有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末
、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸
収剤；アントラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収
剤；ベンゾフェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２’－ヒドロキシ－５’
－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベン
ゾイルメタン等の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類
；ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタ
ミンＢ6ジオクタノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又
はその誘導体等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフ
ェロール、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パント
テン酸、パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等
の抗菌剤などが好ましく例示できる。本発明の皮膚外用剤は、これらの成分を常法に従っ
て処理することにより製造することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
＜試験例２＞
　クリーム１の「エルデュウＰＳ２０３」をグリセリルトリイソオクタネートに置換した
比較例３を作成し、クリーム１とともに、各５名パネラーを使用し、エステティックの施
術の前後に「テヴァメータ」（インテグラル社製）を用いてＴＥＷＬ（経皮的散逸水分量
）を測定し、（術前のＴＥＷＬ－術後のＴＥＷＬ）／（術前のＴＥＷＬ）＊１００の式で
ＴＥＷＬ改善率を計測した。結果は、クリーム１が２３．６±１５．１％であるのに対し
、比較例３が１７．９±１４．８であり、「エルデュウＰＳ２０３」の添加により有効成
分の吸収性が向上していることが示唆された。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　実施例１と同様に、表６に示す処方に従って、本発明の皮膚外用剤である、クリーム５
（抗炎症作用を訴求した医薬部外品）を製造した。試験例１に準じた評価結果はＤＨＥＡ
増加率が２２．３±５．１（％）であり、トリグリセリンにおいてもジグリセリンと同様
の効果が得られることがわかった。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　実施例１と同様に、表７に示す処方に従って、本発明の皮膚外用剤である、クリーム６
（抗炎症作用を訴求した医薬部外品）を製造した。試験例１に準じた評価結果はＤＨＥＡ
増加率が２１．９±５．４（％）であり、ジグリセリンとトリグリセリンの併用において
もジグリセリンと同様の効果が得られることがわかった。又、これらのポリグリセリンの
使用形態においては、ジグリセリンのみを含有させることが特に好ましいこともわかった
。
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